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二
つ
の
地
方
財
政
論汐

見

且E

第

酷
制
点
苧
と
地
方
財
政

岡
家
の
目
的
は
一
元
的
に
之
を
途
行
す
呂
己
と
が
出
来
る

が
、
園
家
の
手
の
み
で
は
岡
政
の
運
用
が
劃
一
的
に
流
れ
図
民

の
民
の
生
活
比
燭
れ
得
た
い
憾
み
が
あ
る
。
誌
に
国
家
の
下
に

各
種
の
地
方
園
剛
闘
を
設
け
閥
政
の
相
首
都
分
配
分
権
せ
し
め
ね

ば
な
ら
ぬ
。
財
政
生
前
に
於
て
岡
家
財
政
の
外
に
地
方
財
政
の

必
要
た
る
所
以
で
あ
る
。

図
家
財
政
と
地
方
財
政
と
白
重
さ
は
闘
に
よ
り
時
代
に
よ
り

異
る
が
、
い
づ
れ
の
闘
に
於

τも
戟
時
中
に
は
岡
家
財
政
の
重

み
の
方
が
惜
し
て
〈
る
白
で
あ
る
。
関
家
財
政
と
地
方
財
政
と

の
幅
は
種
々
。
指
標
に
よ
り
算
定
す
る
E
と
が
出
来
る
が
、
租

税
収
入
白
金
額
を
比
較
す
る
仁
川
法
が
最
も
趨
首
で
あ
ら
う
。
試

み
に
相
側
晶
曲
、
ー
芙
問
、
米
闘
の
三
闘
に
う
宮
地
方
税
牧
入
と
闘
税

牧
入
百
戸
」
を
比
較
す
る
と
、
第
一
次
世
界
大
戦
前
(
一
丸
一
三
年
度
)

二
つ
地
方
財
政
諦

占
第
二
安
世
界
大
戦
前
(
一
九
三
九
年
度
)
と
最
近
(
一
九
四
三
年
度
)

と
の
=
一
年
度
に
於
で
次
の
数
字
を
示
し
て
ゐ
る
。

九

年

度
の
統
計
に
於
て
澗
泡
の
邦
税
を
地
方
税
陀
加
へ
米
国
の
州
税

を
地
方
税
陀
加
へ
る
と
と
に
つ
い
で
は
異
論
も
あ
ら
ろ
が
、
図

際
櫛
胞
の
調
査
(
耳
目
ヨ
司
B
E
E
S
E
r
f
E
E
Z与
を
共
の
ま

t
A

で
採
用
し
た
の
で
あ
る
。

一
九
一
一
一
一
年
度

{
閣
輯
=
、
一
己
九

4
E
A
恥
)
地
方
瞳
↓
一
、
九
六
人

F

計
'
車
、
口
犬

{

閥

横

一

六

回

英

闘

↑

地

方

抵

当

一

(
頁
寓
時
)
}F

計

一

一

五

古

一

-

図

続

出

u
A

一

品
九
百
高
畑
一
一
地
方
積
一
、
耳
目
占

戸

計

寸

ヨ

一

九

英
国
で
は
常
に
闘
税
が
地
方
稜
を
凌
駕
し
て
ゐ
る
が
戦
争
に

入
り
其
の
程
度
が
穎
著
と
た
つ
で
ゐ
る
。
開
問
海
と
米
闘
で
は
第

一
吠
世
界
大
戦
前
に
地
方
税
収
入
が
同
税
牧
入
を
超
え
て
ゐ
た

の
が
第
二
次
財
界
大
戦
の
拍
車
行
に
つ
れ
形
勢
が
建
材
押
し
て
ゐ

る
、
そ
れ
も
地
方
税
収
入
出
減
少
し
た
た
め
で
左
く
、
地
方
税

一
九
三
九
年
度

三一、王室
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ニ
つ
地
方
財
政
論

収
入
は
絶
叫
割
額
と
し
て
は
増
加
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
国
税
牧

入
白
増
加
割
合
が
地
方
税
収
入
の
増
加
割
合
を
温
か
に
凌
ぎ
此

r

の
結
果
を
も
た
ち
し
た
り
で
あ
る
。

我
闘
の
園
枕
牧
入
舗
は

1
1還
付
税
配
付
税
白
一
財
源
に
営
る

部
分
を
除
き

i
1昭
和
十
九
年
度
に
約
百
十
六
億
困
止
稽
せ
ら

れ
て
ゐ
る
。
芝
に
封

L
地
方
税
は
1

i還
付
税
配
付
税
を
八
億

七
千
高
闘
と
し
図
税
附
加
稜
を
七
億
固
と
し
、
其
他
の
組
税
牧

入
を
昭
和
十
八
年
度
百
牧
入
舗
と
同
額
と
す
る
と

l
l約
十
九

億
固
と
な
る
。
閣
枕
牧
入
百
十
六
億
闘
に
野
し
地
方
税
収
入
十

九
億
国
で
あ
る
か
ら
、
商
務
と
地
方
税
と
の
割
合
は
六
針
一
に

首
一
る
の
で
あ
る
。

昭
和
十
一
年
度
に
つ
い
て
見
る
に
、
関
税
収
入
十
=
一
億
闘
に

針
し
地
方
税
牧
入
六
億
七
千
高
固
で
あ
っ
た
。
し
か
も
園
稔
に

は
間
接
視
が
相
首
都
分
含
ま
れ
て
ゐ
る
が
地
方
税
は
共
の
殆
ん

ど
全
部
が
直
接
税
で
あ
る
か
ら
、
直
接
税
れ
ら
云
へ
ぽ
地
方
税

の
方
が
岡
税
よ
り
も
多
額
の
収
入
を
も
た
ち
し
て
ゐ
売
。

緒
戦
の
頃
忙
は
地
方
財
政
緊
縮
方
針
で
一
貫
し
て
ゐ
た
が
時

局
白
進
展
と
共
に
地
方
財
政
が
膨
脹
り
趨
勢
を
示
し
て
ゐ
る
。
、

夜、

策
五
十
九
巻

四

第
二
、
二
一
、
四
競

勝
来
白
見
透
し
は
困
難
で
あ
る
が
、
地
方
財
政
問
題
が
再
ぴ
重

要
さ
を
増
し
て
来
た
E
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

第ー

二
つ
の
地
方
財
政
論

緒
戦
の
官
時
民
共
D
意
義
を
忘
れ
ら
れ
て
ゐ
た
地
方
財
政
が

再
ぴ
重
要
さ
を
品
弔
し
て
来
た
と
と
は
守
閣
財
政
に
共
通
の
現
象

で
あ
っ
で
我
園
も
共
D
例
に
洩
れ
な
い
。
恰
も
此
時
に
我
が
財

政
問
中
津
が
東
京
市
政
調
査
舎
の
藤
田
武
夫
氏
の
「
日
本
地
方
財

政
論
」
と
大
阪
商
科
大
島
一
ふ
藤
谷
謙
二
教
授
の
「
地
方
財
政
論
」

し
」
白
三
力
作
を
得
た
の
は
淘
に
心
強
い
次
第
で
あ
る
。

地
方
財
政
に
閲
し
て
は
問
中
府
太
郎
氏
、
木
村
清
司
氏
、
三

好
重
夫
氏
、
坂
千
秋
氏
、
小
林
千
秋
氏
、
荻
間
保
氏
、
谷
口
議

太
郎
氏
た
E
内
務
省
地
方
局
関
係
の
人
の
研
究
が
大
部
分
を
占

め
て
ゐ
る
。
此
等
の
諸
研
究
は
地
方
財
政
事
の
猿
遣
に
重
要
左

る
役
割
を
演
巴
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
何
分
に
も
研
究
者
白
職

務
上
白
閥
係
よ
り
し
て
共
白
犬
多
数
は
地
方
財
政
制
度
若
〈
は

地
方
財
政
枇
態
の
解
説
乃
至
記
述
、
改
善
策
乃
至
改
革
論
に
属

L
て
ゐ
る
。
従
つ
で
我
図
白
地
方
財
政
皐
に
は
更
に
研
究

F
べ



〆

き
貴
い
領
域
が
残
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
己
の
末
拓
の
庚
野

に
手
を
つ
け
た
の
が
藤
谷
、
藤
田
白
雨
民
の
研
究
で
あ
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
覗
ひ
所
主
辿
じ
て
二
う
の
具
れ
る
地
方

M
政
論
を

建
設
し
て
ゐ
る
。

藤
田
氏
は
著
名
の
「
日
本
地
方
財
政
論
」
が
一
不
ず
如
〈
専
ら
我

図
。
地
方
財
政
を
扱
ひ
我
闘
の
特
殊
性
を
地
方
財
政
の
商
に
護

見
ぜ
ん

ι努
力
し
て
ゐ
る
。
従
つ
で
問
題
の
扱
ひ
方
が
歴
史
的

と
な
り
貫
詮
的
と
法
る
。
前
編
を
「
日
木
地
方
財
政
の
設
展
」
と

し
地
方
財
政
制
度
、
地
方
税
制
限
、
都
市
計
聾
事
業
、
義
務
教

育
費
閥
庫
負
捨
金
、
地
租
替
業
税
委
譲
、
臨
時
町
村
財
政
補
給

金
の
順
序
で
編
年
的
に
日
本
地
方
財
政
の
貫
要
問
題
を
捕
へ
地

方
財
政
務
展
の
日
本
的
特
徴
を
明
か
に
し
で
ゐ
る
。
務
編
「
日

本
地
方
財
政
の
現
段
階
と
そ
の
展
望
」
は
費
詩
的
研
究
で
あ
っ

て
、
先
づ
現
行
地
方
税
制
度
と
そ
の
問
題
を
示
し
、
藤
屋
市
の

税
牧
入
、
戦
時
地
方
行
財
政
白
張
展
、
都
市
の
経
済
力
と
財
政
、

産
業
再
編
成
と
都
市
財
政
白
諸
問
題
に
燭
れ
、
日
本
地
方
財
政

の
動
向
1
C
展
望
、
と
で
結
ん
で
ゐ

Z
。

藤
谷
氏
の
「
地
方
財
政
論
」
は
地
方
財
政
の
理
論
的
研
究
を
目

ニ
フ
地
方
財
政
論

標
と
し
て
ゐ
る
。
従
つ
で
都
市
経
費
を
論
じ
、
地
方
牧
入
、
地

方
財
政
調
整
、
英
閣
補
助
金
制
度
を
通
じ
現
下
白
地
方
財
政
問

題
を
扱
ふ
忙
常
つ
で
も
現
貸
の
形
態
を
解
説
す
る
上
り
も
寧
る

理
論
的
根
擦
の
究
明
に
重
き
を
置
い
て
ゐ
る
。
印
ち
闘
家
財
政

陀
見
同

L
得
た
い
諸
特
質
を
地
方
財
政
の
中
陀
認
め
、
地
方
財

政
問
題
に
潤
盲
目
研
究
針
象
を
求
め
ん
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。
偲
り
陀
地
方
財
政
調
整
論
を
扱
ふ
に
し
て
も
我
闘
の
地
方

八
万
血
(
税
分
興
金
、
調
逸
の
同
E
Z
E
E
-
2
z、
米
闘
の
出
即
時
包

官
、
英
園

D
C
E
E
J
E
E
の
解
説
を
施
す
よ
り
も
、
府
了

h

リ地

方
財
政
調
整
の
本
質
よ
り
読
雪
起
し
共
の
現
貫
白
形
態
と
し
て

各
闘
自
制
度
に
燭
れ
る
と
云
ム
立
場
で
あ
る
。
特
に
注
目
す
ペ

き
は
序
設
に
於
て
地
方
財
政
の
重
要
性
と
特
性
と
を
明
か
に
し

た
賠
で
あ
う
て
地
方
財
政
皐
研
究
の
出
致
結
が
示
さ
れ
て
ゐ
る

白
で
あ
る
。

藤
谷
教
授
の
迎
論
的
研
究
に
針
し
藤
田
氏
の
歴
史
的
責
詮
的

研
究
が
公
け
に
せ
ら
れ
、
夜
に
二
つ
の
地
方
財
政
論
を
得
た
の

で
あ
る
。

俸
五
十
九
巻

修
二
、
=
一
、
回
協

五



ご
っ
地
方
財
政
論

第

地
方
則
政
研
究
の
一
不
振
の
原
因

地
方
財
政
が
尊
、
ら
資
際
家
の
研
究
に
ま
か
さ
れ
皐
界
に
於
て

貫
〈
取
り
あ
げ
ら
れ
た
い
所
以
は
、
藤
谷
教
授
0
・
よ
〈
説
明
す

る
所
で
あ
る
。
印
ち
第
↓
忙
地
方
財
政
D
研
究
は
理
論
的
臭
味

が
稀
薄
紅
る
己
一
と
で
あ
り
、
第
二
に
地
方
財
政
問
題
D
重
要
性

る地に
。方闘

Eオし
政ー
の般
研の
ラi'L，~哩
忙識
は の
種不
k 足
のし
困て
難ゐ
首 宝 る

仲 己
っと
でで
ゐ あ
るり
と 、

と 第
で三
あ に

地
方
財
政
研
究
の
不
振
の
第
一
原
因
た
ろ
理
論
的
興
味
白
稀

薄
性
は
売
れ
難
い
事
貨
で
あ
る
。
邸
ち
地
方
財
政
問
題
も
財
政

現
象
で
あ
る
限
り
一
被
財
政
理
論
の
遡
用
乃
至
準
用
で
事
足
り

る
揚
合
が
あ
る
白
で
、
岡
家
財
政
論
の
研
究
に
止
り
理
論
的
興

味
を
浦
足
せ
し
め
地
方
財
政
論
ま
で
忙
は
進
ま
な
い
の
で
あ

る
。
或
程
度
ま
で
は
是
認
出
来
る
事
買
で
あ
る
。
し
か
し
国
家

財
政
に
針
す
る
地
方
財
政
の
朝
刊
立
性
E
C
依
存
性
と
を
如
何
忙
調

和
す
る
か
の
問
題
、
地
方
財
政
相
互
間
白
調
整
の
問
題
白
如
昔
、

地
方
財
政
と
地
方
経
済
力
と
の
闘
係
の
問
題
の
如
き
、

般
財

第
五
十
九
巻

第
二
、
=
一
、
四
説

六

政
理
論
の
み
で
は
到
底
割
り
切
れ
左
い
部
分
が
多
〈
存
し
て
ゐ

る。
第
二
は
地
方
財
政
に
劃
す
る
認
識
の
不
足
で
あ
る
。
前
述
の

如
〈
地
方
税
収
入
の
金
額
を
指
擦
と
し
で
考
へ
で
も
、
戦
時
に

於
て
は
財
政
の
一
重
心
が
園
家
財
政
に
集
中
せ
ら
れ
地
方
財
政
に

謝
す
る
興
味
が
薄
〈
友
る
白
は
首
然
で
あ
与
。
し
か
じ
現
に
我

闘
に
つ
い
で
見
て
も
¥
人
口
疎
開
、
企
業
整
備
が
地
方
財
政
に

及
ぼ
す
影
響
、
軍
港
都
市
、
新
興
都
市
の
財
政
問
題
、
防
空
施

設
、
宗
襲
針
策
。
負
捨
問
題
の
如
昔
、
決
し
で
岡
家
財
政
の
手

白
み
で
解
決
出
来
左
い
地
方
財
政
問
題
が
山
積
し
て
ゐ
る
。
緒

聴
に
於
て
考
へ
ら
れ
な
か
っ
た
多
〈
白
地
方
財
政
問
題
が
戦
争

の
長
期
化
忙
仲
ひ
解
決
を
迫
ら
れ
て
ゐ
る
。

事
界
人
が
地
方
財
政
問
題
に
手
を
染
め
る
の
を
跨
踏
ず
る
大

原
凪
は
、
第
三
の
研
究
の
困
難
白
問
題
で
あ
る
。
地
方
財
政
は

研
究
室
内
の
み
の
仕
事
と
し
て
は
不
適
営
な
ほ
ど
複
雑
性
を
有

L
で
ゐ
る
た
め
で
あ
る
。
一
口
に
地
方
財
政
と
云
つ
で
も
一
部
、

一
寓
市
町
村
と
云
ふ
多
数
の
車
位

白
財
政
を
合
ん
で
ゐ
る
。
し
か
も
此
等
の
地
方
圏
械
は
千
差
寓

一
道
、
二
府
、
四
十
三
勝
、



別
で
あ
っ
て
、
そ
白
財
政
問
題
を
一
本
槍
で
解
決
す
る
乙
と
は

頗
る
困
難
で
あ
る
。
現
に
我
剛
白
都
市
財
民
の
幅
を
推
定
す
る

の
に
用
ひ
ら
れ
る
課
算
純
計
の
数
字
で
あ
る
が
、
内
務
省
地
方

局
の
「
地
方
財
政
概
要
L
に
現
は
れ
て
ゐ
る
数
字
と
東
京
市
政
調

守
合
の
「
都
市
年
鑑
」
に
示
さ
れ
て
ゐ
る
数
字
と
が
一
致
し
で
左

い
と
云
ム
有
様
で
あ
る
。
と
れ
は
車
忙
統
計
技
術
の
問
題
で
あ

ら
う
が
、
闘
係
営
局
の
努
力
に
J

拘
ら
や
此
種
の
限
路
は
到
る
所

に
残
さ
れ
て
ゐ
る
。

第
四

地
方
財
政
摩
の
樹
立

? 

第
一
次
世
界
大
戦
の
後
に
多
〈
の
閣
に
於
て
地
方
財
政
の
占

め
る
地
位
が
擦
っ
て
お
る
。
地
方
財
政
白
地
位
が
時
現
う
た
と
云

ふ
よ
り
も
、
地
方
闇
鱒
が
岡
家
生
活
忙
占
め
る
地
位
が
襲
っ
た

の
で
あ
る
。
我
閥
忙
つ
い
て
見
る
に
、
昭
和
十
五
年
度
の
税
制

改
正
が
新
地
方
財
政
の
樹
立
に
役
立
っ
た
と
と
は
勿
論
で
あ
る

が
昭
和
十
八
年
度
の
地
方
制
度
の
改
五
が
地
方
園
惜
の
地
位
に

及
ぼ
し
た
影
響
も
頗
る
頴
著
危
る
も
の
が
る
る
。

地
方
税
に
つ
い
て
見
る
忙
還
付
税
分
輿
金
、
配
付
税
分
興
会

ご
っ
地
方
財
政
論

が
地
方
税
収
入
の
半
額
を
占
め
る
己
と
と
た
っ
た
。
還
付
税
分

奥
金
は
牧
得
税
を
徴
収
地
へ
還
付
す
る
の
で
あ
る
か
ち
問
題
は

簡
単
で
あ
る
が
、
配
付
税
分
奥
金
の
方
は
金
固
か
ら
徴
集
し
た

財
源
を
潤
白
の
標
準
民
基
き
地
方
財
政
に
配
付
す
る
の
で
あ
る

か
ら
地
方
負
捨
白
調
整
に
及
ぼ
す
影
響
の
大
友
る
も
の
が
あ

る
Q

か
ぐ
し
て
八
万
奥
税
分
興
金
が
関
家
財
政
と
地
方
財
政
と
を

結
ぶ
紳
と
し
て
出
現
し
た
事
応
注
目
す
ベ
昔
己
と
で
あ
っ
て
、

同
時
比
濁
逸
の

F
E日
Em凹
-
E号、

英
国
の
の
E
ロ
ZPω
丘、

米
国
自
由

Z
Z品
E
》
内
と
併
せ
考
へ
る
必
要
が
あ
る
。
地
方
財
政

の
歴
史
的
研
究
と
理
論
的
研
究
と
が
相
結
で
最
近
の
地
方
財
政

問
題
の
解
決
が
始
め
て
行
は
れ
る
許
で
あ
る
。

開
学
界
人
の
研
究
が
芝
し
い
地
K
M
財
政
に
、
己
の
雨
書
を
得
た

と
と
は
喜
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
地
方
財
政
論
忙
法
み
可
出
で
ゐ
る
日

本
的
特
徴
を
捕
へ
ん
と
す
る
勝
同
氏
の
寅
詮
的
腔
史
的
研
究
は

確
か
に
-
う
の
進
み
方
で
あ
る
。
又
各
固
い
づ
れ
も
地
方
財
政

制
度
。
改
正
に
苦
慮
し
て
ゐ
る
D
で
あ
っ
て
、
地
方
闘
胆
が
あ

る
限
り
地
方
財
政
が
あ
る
限
り
世
界
各
閣
を
語
守
る
地
方
財
政

の
理
論
が
行
は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
と
の
理
論
の
浅
見
を
志

第
五
十
九
巻

，-三

七

第
二
、
三
、
回
読



日
・
ク
ズ
ネ
フ
ツ

f今

し
た
心
が
藤
谷
較
授
の
行
き
方
で
あ
る
。

雨
害
と
も
に
努
力
。
跡
が
充
分
陀
見
ち
れ
る
が
ド
地
方
財
政
一

曲
中
に
は
山
間
多
〈
の
末
拓
の
成
野
が
残
さ
れ
で
ゐ
る
。
己
れ
は
車
一

陀
我
閣
に
限
ら
れ
た
現
象
で
た
〈
附
界
各
国
の
財
政
閉
山
手
界
に
共

通
し
て
見
ら
れ
る
事
費
で
あ
る

F
O

藤
谷
、
藤
田
繭
氏
白
己
の
三
一

つ
の
地
方
財
政
論
己
そ
将
来
の
事
問
研
究
に
有
力
左
る
指
針
を

興
へ
新
し
昔
地
方
財
政
皐
白
樹
立
に
役
立
つ
所
白
大
在
る
も
の

が
あ
ち
ろ
。




